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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて 

 

 日頃は、市の介護保険行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護等更新認定の取扱いについては、これまで、

感染拡大防止を図る観点から、認定調査が困難な場合においては、有効期間を１２か月

延長する臨時的な取扱いをしておりましたが、今後、下記のとおり臨時的な取扱いを終

了し、通常どおり認定調査を実施いたします。 

 

記 

要介護・要支援認定の更新について、認定調査が困難な場合における有効期間を１

２か月延長する臨時的な取扱いは、有効期間満了日が令和５年３月３１日までの被保

険者に限り適用します。 

令和５年４月１日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり

更新認定調査を実施します。 
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